
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020年 4月 1日に改正民法が施行されてから 1年。全国賃貸住宅新聞で【設備故障などにともなう家賃減額】

について特集が組まれました。 

 季節の変わり目に多いのが、エアコンの不具合です。事例で

は、入居者から不具合の連絡が来て取り替えまで7日間を要し、

ガイドラインを参考に月額 5,000 円を 31 日で割り、要した 7

日間から免責日数の 3日を引き、4日間にあたる 645円が減額

金額として算出したとあります。 

5,000円÷31日×（7日－3日＝4日）≒645円 

 意外に少ないと感じた方も多いでしょうが、通常修繕費のみ

で済むところ、家賃まで減額になるのです。 

 事例の中には、電気温水器の故障で、メーカーが生産を停止

していたため設備を交換することになり、銭湯代なども含め

36,800円を支払ったケースもあります。 

 日本賃貸住宅管理協会がガイドラインを公開していることで、減額の算出根拠が明確になり、入居者とオー

ナー双方とも協議で同意が得やすくなりました。しかし、公開していることで入居者がインターネットなどで改

正民法やガイドラインの内容を把握し、それに基づいて金銭的補償を求めるケースが増えています。近年の入居

者の権利意識の向上を考えると、家賃減額を求めるケースは今後も増えていくのではないでしょうか。 
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民法改正から 1年 家賃減額は 

 88.89% 

 0％ 
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村建地所ＨＰ 村建地所公式 LINE 

7月 18日（日）メモリアルホール柴田様に於いて、「今日から始める終活」と題して終活 

セミナーを開催いたしました。当日はフローラ様のお盆フェア＆お客様大感謝祭が行われて 

おり、沢山のお客様が来場されていました。セミナーは 13時から開催し、今日から始める 

終活にはエンディングノートの作成が、必須であることを受講者の皆様にお伝えし、受講者の不安、心配事

を質問したところ「健康」「介護」「お墓」等がありました。知らないことが心配につながります。今のイン

ターネット社会では、知らないことは全部調べることが可能です。疑問が解決すれば心配がなくなります。

終活は、人生 100年時代を明るく、楽しく生き抜くために必要な活動です。終活には早すぎることはありま

せん、どうぞ元気なうちに家族皆さんで終活をテーマに話し合いをしてください。 

次回は 9月 25日（土）やすらぎホールしろいし蔵王で、JAみやぎ仙南様の主催で開催いたします。ご興

味のある方は、ぜひお越しください。 

 



今回は越境した竹木の枝や根の切除についてお話しま

す。 

現在の民法では、「隣地

の竹木の枝が境界線を越

えるときは、その竹木の所

有者に、その枝を切除させ

ることができる。」と定め

られており、裏を返せば自

分の敷地に越境して伸び

てきた枝を自分で切除す

ることができないということを意味します。 

他方、根については、「隣地の竹木の根が境界線を越え

るときは、その根を切り取ることができる。」と定められ

ており、自分の敷地に越境して伸びてきた根を自分で切除

することができるということになっています。 

このように，現在の民法では，越境した根は自分で切除

できるのに越境した枝は勝手に切ることができません。そ

のため、越境した枝を処理するためには訴訟手続を経て強

制執行手続を行う必要が生じますが、隣の家から伸びてき

た枝を切るために訴訟を提起するというのは負担が大き

いですし、木の枝と根とでそこまで差を設ける必要がある

のかも疑問です。 

現時点では施行されてはいませんが、令和３年に民法が

改正され、このような枝の切除につい

て新たな規定が設けられました。①竹

木の所有者が催告後相当期間内に切除

しないとき、②竹木の所有者が不明な

とき、③急迫の事情があるときには、自

分の土地に越境した枝を自ら切除する

ことができるようになります。 

ただ、施行後も各要件を充足するよう

に準備が必要となります。越境した竹

木の枝であっても他人の所有物だとい

う点はお忘れ無きようお願いします。 

 

天野 智之弁護士 
弁護士法人 

天野・小池法律事務所 

仙台弁護士会所属 

今号から大谷津税理士に寄稿い
ただきました！写真はＮＧでし
た！ご本人は似顔絵より穏やか
な方です。 

弁護士の 

ちょっと気になるコト 

動画配信中 

ムラケンの 

不動産大学 

ムラケンの 

終活チャンネル 

 

 

 

 

身近になった相続税 
 

 財務省の資料によりますと、令和元年度相続税

の課税件数割合が 8.3%で課税件数は約 11万人で

した。平成 26年までは課税件数割合が 4%台で課

税件数は約 5万人弱で推移しておりましたので、

件数割合、件数とも倍以上に増えております。こ

れは、平成 25 年度税制改正により基礎控除が引

き下げられたことによる影響と考えられます。 

 ご承知のように、相続人が配偶者と子供 2人の

場合、課税財産が 4,800万円を超える場合は、相

続税の申告が必要となりました。確かに 4,800万

円といえば、富裕層の相続人のみにしかご縁がな

いものと思われます。 

「いやいやうちは住宅ローンがあるから大丈

夫」と思っていたら、意外な落とし穴があります。

住宅ローン借り入れの際、金融機関の団信に加入

されていませんか？ご主人が亡くなった際、残り

の住宅ローンが免除される制度です。ご自宅、現

預金、生命保険金を加算し、住宅ローンが無くな

ると、意外に基礎控除額を超えている場合があり

ます。 

エンディングノートを活用し、もう一度ご自分

の財産内容をご確認されてはいかがでしょうか。 

大谷津 敏税理士 

税理士法人 

ユナイテッド・パートナーズ 

仙台青葉事務所 所長 


